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短い夏が終わりを迎えようとしています。皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回は、「私たちが訴訟で求めるもの」と「原告（Ｈさん）のおかあさんの意見陳述」をお伝えさせていただきます。

★私たちが障害者自立支援法

　　　　訴訟で求めるもの★

（第１回口頭弁論期日における陳述　　　　　

（原告ら代理人弁護士竹下義樹）より抜粋）
障害者自立支援法は、“障害のある人の地域における自立を支えるため”として制定されましたが、立法段階から、障害のある人の社会参加を妨げると、強い反対が出され、衆議院では１１項、参議院では２３項の附帯決議が付けられるという異常な立法経過をたどりました。
障害者自立支援法が、平成１８年４月に部分施行、１０月に全面施行され、そのもとで、福祉の現場では多くの矛盾が生じ、法の抜本的改正、廃止の声が強く出されています。このような声を受けて、政府は緊急、特別措置で１割負担の矛盾を解消するよう躍起になってきましたが、これでは、法の矛盾はごまかしきれず、原告たちはやむにやまれぬ思いから本訴訟を提起したのです。
障害のある人が社会で生きていくのに、いかなる支援が、憲法２５条、１３条の理念・目標にふさわしいかが、障害者自立支援法の制定にあたって問われなければなりませんでした。障害者自立支援法では、憲法の理念にあった支援をするということは果たされていません。人間らしさを保つ、命を維持する営みにまで応益の名で負担を課する、それが障害者自立支援法の矛盾です。この負担を解消することなく、自立を確立することは不可能です。負担は障害のある人の人格を破壊することです。
訴訟に踏み切った原告たちは、障害をさらし、プライバシーをさらすことまでして、勇気をふるっています。障害があっても、誇りを持って生きようとしていることを訴えようとしています。
勇気と決意を持って提訴した真意を受け止め、障害のある人たちの生活実態に目をとめて本訴の意義にこたえる審理をしていただきたいと要望します。

★これまでの裁判の中で話された原告の思い★

草津の就労継続支援事業所で働くＨさんのおかあさん

娘のために引っ越しを繰り返す学齢期

現在45才になる娘は、2300gの未熟児で生まれました。夜泣きがひどく、ぐっすり眠れる健康な子どもとはこの頃から違い、おぶっても背中で反り返るような感じで、子育ての難しさを感じました。生後一年半頃から、てんかんの発作が起こり始め、小さな身体で一日20回以上も起こすこともあり、その後は入退院を繰り返しました。40年前は入園を希望しても障害があるために拒否される時代で、途方にくれ、本人に会う環境をさがして引っ越しを繰り返し、Ｙ養護学校の近くに住居を移したことで、毎日休むことなく学校に通えるようになりました。年齢と共に体力もついてきて、娘にとっても良かったと思いました。

毎日働きに行けるところがあるのは幸せ！
現在は、無認可共同作業所時代のＫ共同作業所が開所した時から働いています。小さい頃からの自閉的傾向も顕著で、コミュニケーションは苦手で、自分から思いを言葉にするのができなくて、ストレスが溜まるようです。意志の疎通が上手くいかない時、予定が変わった時などパニックになりがちです。それでも、作業所は大好きで「明日はネジの仕事がある」と勇んで出かけます。休むことなく、我が家で一番働き者だと家族に認められており、毎日働きに行けるところがあるということは幸せだと思います。

自立には程遠く、親の不安はつのるばかり
娘の生活費は、給料12,000円と年金66,008円の収入に対し、生活ホームでの生活費55,000円、自立支援法以後必要となった事業所利用料1,500円、昼食代4,500円、ホームヘルプ利用料・移動支援等月2回2,760円をはじめ、国民健康保険料、また時にはカット（散髪）もさせてあげたいですし、などなど出費があり、最低限に押さえても、収入とほぼ同額が出ていきます。今のところ医療費は免除されていますが、着る物、自宅での食事（金・土・日）、こづかい等々、全て親の負担になっており、自立して生きていくには程遠く、親の不安はつのるばかりです。
自立支援法の施行により、支援の１割負担が厳しいだけではなく、障害者を受けとめる作業所も大変な状況になりました。作業所の収入になる報酬単価が下げられ、日額支払になったことにより事業所の収入が減り(30人規模の施設で年間700万円以上)、そしてその影響が職員の労働条件を厳しくすることとなり、離職者が増え、利用者に対する質の低下につながりかねなくなっています。また、障害の重い人が増え、一人でも職員の増員を望む現状にあっても、労働条件の悪化で職員の確保も難しい状況です。きらら共同作業所にとっても、利用者にとっても例外ではなく、職員増が実現できるような報酬単価の改善を切に望みます。

誰もが大切にされる社会こそ、人間らしく生きていける社会

誰もが社会の一員として大切にされる社会こそ、人間らしく生きていける社会であり、支えが必要な人も、人間らしく生きることの出来る制度になることを願います。このような「応益負担」を含む自立支援法のあり方を、司法の場に問いたいと思います。
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（第１回口頭弁論期日の報告集会の様子）





（原告Ｈさん（左）とお母さん（右））





意見陳述にもありますように、障害者自立支援法が利用者や家族に大きな負担を与えるものであり、苦しい状況で生活を強いられていることがわかります。


しかし、実際に裁判での原告の生の声は、この文面ではわからない切実な思いや感情があふれるものでした。傍聴席にいる私たちの心にそれらがひしひしと伝わり、なおいっそう障害者自立支援法がいかに酷いものであり、撤廃すべきものであるという思いがさらに強くなりました。


（事務局員：藤居・村田）





◆今後の予定◆


９／１２(土)10～12時


アクティ近江八幡にて


自立支援訴訟学習会


１０／１(木)9:50集合


大津地方裁判所


口頭弁論期日・第3次提訴





勝利をめざす滋賀の会に


ご加入ください！


　ますますその役割が大きくなってきている勝利をめざす滋賀の会に一人でも多くの方のご参加をお願いします。


◆会費・募金は・・・◆


ゆうちょ銀行振替口座


口座番号　００９７０－７－２８７７８０


加入者名　勝利をめざす滋賀の会





ご加入・募金等に関しての詳しいお問い合わせは・・・


事務局0748（46）5528　丸山まで








